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その他の紙（紙箱・包装紙・紙袋・手紙・封筒・コピー
用紙など）はひもで十文字にしばるか、紙袋に入れて出
してください。それ以外は、品目毎にひもで十文字にし
ばって出してください。

飲料・食料・菓子などのびん缶、なべ、フライパン、
ステンレス製水筒など
びんのフタははずしてください。

生ごみはギュッとしぼって、一晩干して、水切りして
出してください。

枝木、竹類は、長さ 1m以下に切ってひもでしばって
出してください。

古着古布、蛍光管類（蛍光灯、LEDランプ、白熱電球
など）、破砕できないごみ（漬物石、充電式家電製品、
ライター、スプレー缶、カセット式ガスポンベなど）

ガラス、陶磁器類、包丁など鋭利なもの（紙等で包み、
危険：ガラス等と書く）、50cm未満の小型家電製品など

プラスチック製容器包装とは、商品が入っていた容
器や商品を包装していたものをいいます。
中を空にして、汚れを落として出してください。

フタとラベルはプラスチック製容器包装へ出してくだ
さい。


